
●香川県告示第10 2号 

香川県証紙条例施行規則（昭和39年香川県規則第23号）第７条第２項の規定により、香川県証紙の 

売りさばき人から次のとおり売りさばき所の廃止の届出があった。 

  令和７年４月１日 

                          香川県知事  池  田  豊  人 

１ 廃止年月日 

  令和７年３月31日 

２ 所在地 

  高松市郷東町14 2番地１ 

３ 名称 

  一般財団法人 香川県交通安全協会 

４ 廃止する売りさばき場所 

  小豆郡土庄町渕崎甲2189番地２ 警察本部交通部運転免許課 小豆運転免許更新センター内 

  高松市西内町２番30号 高松北警察署内 

  三豊市高瀬町下勝間2335番地１ 三豊警察署内 

  観音寺市昭和町二丁目１番55号 観音寺警察署内 


